
議案第９６号

勝山市立学校の設置及び管理に関する条例の一部改正について

勝山市立学校の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を別紙のように制定する。

令和６年２月２７日提出

勝山市長 水上 実喜夫

提案理由

既設の中学校を廃止し、令和９年４月に新たに勝山市立勝山中学校を設置するため、この案を提出する。



勝山市条例第 号

勝山市立学校の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例

勝山市立学校の設置及び管理に関する条例(昭和 39 年勝山市条例第 25 号)の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線で示す部分を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すとおり改正する。

改正前 改正後

(設置) (設置)

第 2条 学校を次のとおり設置する。 第 2条 学校を次のとおり設置する。

別表(第 8条関係) 別表(第 8 条関係)

その 1 基本使用料 基本使用料

名称 位置

（略）

勝山南部中学校 〃 旭毛屋町 3401 番地

勝山北部中学校 〃 荒土町伊波第 21 号 2 番地

勝山中部中学校 〃 郡町 1丁目 3 番 34 号

名称 位置

（略）

勝山中学校 〃 昭和町 2丁目 3 番 1 号

学校名 区分 使用料(1 時間当たり) 円

半面 全面

（略）

成器西小学校 体育館 310 620

学校名 区分 使用料(1 時間当たり) 円

半面 全面

（略）

成器西小学校 体育館 310 620



備考 （略） 備考 （略）

その 2 附属設備の使用料 （削る）

備考

1 使用時間帯については、季節、天候によって変動することが

勝山北部中学校 210 420

勝山中部中学校 第 1体育館 160 320

第 2 体育館 160 320

勝山南部中学校 第 1体育館 210 420

第 2 体育館 210 420

（削る）

附属設備 使用区分 使用時間 使用料 超過料金

照明(ナイ

ター)施設

市民が使

用する場

合

午後7時か

ら午後9時

まで

1 回使用(2

時間)

1,570 円超過料金が

30 分未満

のときは、

使用料金の

4分の 1増、

30 分以上 1

時間未満の

ときは、使

用料の 4分

の 2 増とす

る

市民以外

の者が使

用する場

合

午後7時か

ら午後9時

まで

1 回使用(2

時間)

4,710 円

市民が市

民以外の

者と混合

使用する

場合

午後7時か

ら午後9時

まで

1 回使用(2

時間)

3,140 円



附 則

この条例は、令和9年4月1日から施行する。

ある。


